
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき、平成７年３月２２日付けで認

可した西蜂岡町町内会について変更の届出があったため、同条第１０項の規定により

次のとおり告示します。 

  令和６年９月６日 

京都市長 松井 孝治   

 変更があった事項及びその内容 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 松橋 弥生 久和 幸司 

代表者の住所 
京都市右京区太秦西蜂岡町 

２７番地の１４ 

京都市右京区太秦西蜂岡町 

９番地の１１３ 

区域 

京都市右京区太秦西蜂岡町

９番地の５及び９番地の６、

９番地の８から９番地の１

４、９番地の２０、９番地の

２２、９番地の２３、９番地

の２５、９番地の２７から９

番地の３０、９番地の３２か

ら９番地の３５、９番地の３

８、９番地の４１、９番地の

４３から９番地の４５、９番

地の５０から９番地の５２、

９番地の５４から９番地の

６９、９番地の７２から９番

地の７５、９番地の７８から 

９番地の８２、９番地の８４

から９番地の９３、９番地の

９５から９番地の１１４、２

京都市右京区太秦西蜂岡町

９、９-５～９-１２７及び 

２７-１０～２７-１７までの

区域 

３６４



 変更前 変更後 

０番地の１から２０番地の

３、２１番地の３及び２１番

地の４、２７番地の１、２７

番地の４から２７番地の８、 

２７番地の１０から２７番

地の１５、２７番地の１７ま

での区域 

 

（文化市民局地域自治推進室） 


